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インフルエンザに伴う１学級の休業について（お知らせ） 

 
    新型インフルエンザの流行に関して、これまで何度か通知でお知らせとお願いをしたところですが、

本校でも、１学級においてインフルエンザにり患し、発症中の生徒が基準となる５名に達しましたので、

感染拡大を防止するため、該当のクラスについて１０月２６日（月）から１０月２９日（木）の４日間

学級休業を行うことになりました。該当クラスの生徒には外出を控えるなどの指示をし、感染拡大防止

に努めています。該当クラス以外の保護者の皆様におかれましても、前述の通知文と下記の諸点を合わ

せて、より一層生徒のみなさんの健康管理をお願いいたします。 
 

１．インフルエンザ症状の特徴 

発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、全身倦怠感・関節痛など、インフルエンザ症状を認めます。また、吐気・嘔

吐や下痢などの症状が出ることもあります。潜伏期間は４日間程度です。このようなインフルエンザ様

の症状がみられた時は、医療機関に電話してから受診して、結果を学校へ連絡して下さい。 

大正高校（０６－６５５４－３１００） 

 

２．対処方法 

下記の対策をお取り下さい。 

 ＊毎日検温し、健康チェックを行ってください。 

 ＊登校や不要不急の用以外は、外出を控える。どこでうつってもおかしくない程蔓延してい

ます。うつらない、うつさない自覚が必要です。 

＊咳やくしゃみ等による感染を防ぐため、マスクを着用する。  

＊積極的に石けんでの手洗いやうがいを行う。 

 

３．連絡・相談機関 

■ 大阪府新型インフルエンザ相談電話   ０６－６９４４－６７９１ 平日９時から６時 

■ 府民お問合センター（ぴぴっとライン） ＃８００１ 又は ０６－６９１０－８００１  

平日９時から６時      

 

４．その他 

     学級休業の該当クラスは、１０月３０日（金）より授業を再開する予定です。 

 

 

 

＊ご不明な点等ございましたら、学校までご連絡ください。（電話番号は上記） 

   
   


